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別表第２（第２１条関係）  

 

  用 途 区 分          自 動 車              自 転 車 ・ バ イ ク           

 戸 建 分 譲         １宅地に１台以上   １宅地に２台以上  

 共 同 住 宅 等        

  (社宅等を含む ) 

 １戸に１台以上  

 

 １戸に１．５台以上  

 

 ワンルーム形式  

 共 同 住 宅 等        

(寄宿舎等を含む ) 

 住戸総数の５０％以上の台数  

  

 

 住戸総数の１００％以上の台数  

  

 

  一般事務所、店  

   舗、銀行、飲食

  店、医療施設等  

 

 

 

 

 

 

 その用途に供する床面積  

 ２００㎡毎に１台以上  

 

 

 

 

 

 

 

 店   舗－床面積２０㎡毎に１台

           以上  

 銀    行－床面積２５㎡毎に１台

           以上  

 飲  食  店－床面積３０㎡毎に１台

           以上  

 上記以外－その用途に必要となる

           台数の算定書を作成し

           協議  

百貨店、スーパ  

 ー等  

 その用途に供する床面積  

 ５０㎡毎に１台以上  

 床面積２０㎡毎に１台以上  

 

  工 場 、 倉 庫 等        

 

必要となる台数の算定書を作成

し協議  

 必要となる台数の算定書を作成し

 協議  

  上 記 以 外        

   

   

 

 

必要となる台数の算定書を作成

し協議  

 

 

 

 遊 技 場    －床面積１５㎡毎に１台  

      以上  

 上記以外－その用途に必要となる

           台数の算定書を作成し

           協議 

 

 備考  

    １  用途区分の「上記以外」とは、遊技場、スポーツ施設、ホテル等をいう。  

    ２  台数算定上の１台当たりの寸法の基準は、次のとおりとする。  

        （１）普通車  全長５．０ｍ×全幅２．５ｍ以上  

        （２）大型車   全長８．４ｍ×全幅３．０ｍ以上  

        （３）自転車  全長２．０ｍ×全幅０．５ｍ以上  

      （４）バイク  全長２．０ｍ×全幅０．７ｍ以上  

  ３  自動車、自転車、バイクの駐車場等必要台数の算定時に端数が生じたときは、  

   切り上げるものとする。  

    ４  戸建分譲住宅を除き、自動車駐車場の必要台数を敷地内に確保することがで

きない場合は、原則として必要台数の５０％を限度とし近隣地に確保すること

ができる。この場合、駐車場確保に関する誓約書等を提出するとともに、当該

建物の使用開始時までに駐車場を示す案内板等を掲示するものとする。  

    ５  工場、倉庫については、配車計画を明確にし、許容台数、有効駐車面積、車

両荷さばき場、車両の最大集結時の待機場等の駐車施設を確保するものとする。

また、駐車・配車計画書を提出し、その内容を図面に記載するものとする。  


